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 次世代育成支援対策推進法に基づく亀山市特定事業主行動計画を、次の団体及び任命

権者の連名により、ここに策定し公表します。 
 
    平成１９年３月３０日 
 
 
 
 
                         亀山市長 
                         亀山市議会議長            

                         亀山市教育委員会 
                         亀山市選挙管理委員会 
                         亀山市代表監査委員 
                         亀山市公平委員会 
                         亀山市農業委員会 

亀山市消防長 
                         亀山市水道事業等管理者 
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Ⅰ 目的 

    亀山市（亀山市立学校を含む。）は、事業主として職員のニーズに即した次世

代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、本行動計画を策定します。 
これにより少子化対策並びに男女共同参画社会に向けて、職員が子どもを産み

やすく育てやすい勤務環境の整備を図り、職業生活と家庭生活の両立を支援する

ことにより、亀山市は地域の牽引役として子育て支援を率先実行します。 
 
Ⅱ 計画期間 

 この計画は、平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日までの３年間を計

画期間としています。実施時期を特に明示していない項目は平成１９年度から実

施します。 
 

Ⅲ 計画の推進体制 

・計画の推進に必要な制度を充実するとともに、仕事と子育てを両立しやすい環境

を整えます。 
 ・次世代育成支援に関する管理職や職員に対する研修・講習、情報提供等を実施し

ます。 
 ・職員から妊娠（出産）の申し出があった場合、所属長は職員とともに喜び、積極

的に子育てについて支援します。 
・仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を適切に実施するため、担当ア

ドバイザーを配置します。 
・次世代育成支援に関するわかりやすいハンドブック等を作成し、グループウェア

システム等により情報提供します。 
・本計画の実施状況については、亀山市安全衛生委員会において計画の効果を調査

分析し、その後の対策や計画の見直し等を図ります。 
 
 

【職員男女別年齢構成】                 H18.4.1 現在 単位：人 

 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 総数 

男性  ５２  ９５ １１０ １０３   １ ３６１ 

女性  ６２  ７８  ４２  ６１   ０ ２４３ 

計 １１４ １７３ １５２ １６４   １ ６０４ 
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 Ⅳ 具体的な取組内容 

 １ 職員の勤務環境に関するもの 

 （1）妊娠中及び出産後における配慮 

    ①出産費用の給付等の共済制度について、グループウェアシステム等により情

報提供し、当該制度の活用促進及び経済的支援による生活の不安の解消を図

ります。 
    ②母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇の制度につ

いてグループウェアシステム等により情報提供し、特別休暇の取得の促進を

図ります。 
    ③妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行います。 

④妊娠中の職員に対しては、本人と調整したうえで、時間外勤務命令に配慮し

ます。 
 
 （2）子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進 

①父親が子どもの出生時に 5 日間の休暇を取得できる制度の充実を検討します。

（現行３日、目標達成年度：平成２１年度） 
②子どもの出生という親子にとって最も大切な時期に、父親である職員が子ど

もを持つことの喜びを実感するとともに、出産後の配偶者をサポートできる

よう、配偶者の出産時における特別休暇及び年次有給休暇の取得を促進しま

す。 
   ③周囲の職員が子どもの生れる職員をサポートすることにより、出生時の休暇

を取得しやすい職場環境をつくります。 
 

 （3）育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

   ①育児休業や部分休業に関する制度について、グループウェアシステム等によ

り情報提供します。 
特に男性職員に対して、配偶者の考えや働き方にも配慮して、自分も子育

ての主体であるという認識を持ち、積極的に育児休業・部分休業の取得を促

進します。 
   ②育児休業の取得手続や共済制度の経済的な支援等について情報提供を行いま

す。 
③育児休業中の職員に対して、様々な情報提供を行います。 
④復帰時において、円滑な職場復帰を果たすために必要な職場研修を行います。  
⑤育児休業中の職員の業務を遂行することが困難な場合は、適切な代替要員の

確保を図るなどフレキシブルな業務体制に努めることにより、育児休業の取
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得の促進を図ります。 
⑥保育所等への送迎等を行う職員に対して、変型労働制による勤務時間の割り

振りや通勤方法等について配慮します。 
 
 

【平成 17 年度職員出産件数】   

 出産件数 該当職員数 

職員本人（女性） ４件  ４人 

夫婦ともに市職員 ２件  ４人 

職員の配偶者（男性） １４件 １４人 

計 ２０件 ２２人 

 
【上記出産に係る育児休業の取得状況】                      

期 間 男 性 女 性 

６月以下 ０人 １人 

６月超え１年以下 ０人 ２人 

１年超え１年６月以下 ０人 １人 

１年６月超え２年以下 ０人 ０人 

２年超え２年６月以下 ０人 ０人 

２年６月超え３年以下 ０人 ２人 

計 ０人 ６人 

 
 

 このような取組みにより、育児休業の取得について 
男性は第１号の取得者を 
女性は１００％の取得率とします。（目標達成年度：平成２１年度） 
※ 平成１７年度実績 男性 ０％  女性１００％ 
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（4）保育所、子育て支援センター、ファミリーサポートセンター等の活用 

・保育施設やファミリーサポートセンター等に関する情報を収集し、適切なアド

バイスに努めます。 
 
（5）勤務時間に対する配慮 

①勤務時間の弾力化制度の一層の活用を呼びかけ、職業生活と家庭生活の両立を

支援します。 
②小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時間外勤務

を制限する制度に基づく運用を図ります。 
②職員の健康管理面からの時間外勤務の縮減対策に加えて、次世代育成支援の面

からも時間外勤務等の縮減を呼びかけます。 
③毎週水曜日と金曜日の「ノー残業デー」の一層の徹底を促すことにより、子ど

もとの触れ合いの時間を増やし、職業生活と家庭生活の両立を支援します。 
④相互応援体制整備や、業務の仕方を工夫すること等により、常に事務の効率的

な遂行を心がけます。 
⑤行政改革を推進していくなかで、業務の整理や効率化を図ります。 

 

 このような取組みにより、年間時間外勤務時間数を 
平成１８年度実績の５％を縮減します。（目標達成年度：平成２１年度）

※ 平成１７年度実績 ５５，２９５時間 

       
 

（６）休暇の取得の促進 

①各所属において年次有給休暇の取得計画を作成すること等により、年次休暇の

計画的な取得に努めます。 
②子どもの看護休暇等の特別休暇制度について、グループウェアシステム等を利

用して全職員に周知徹底を図ることにより、当該特別休暇の取得促進を図りま

す。 
 

 このような取組みにより、職員 1 人当たりの年次休暇の平均取得日数を 
８日にします。（目標達成年度：平成２１年度）  
※ 平成１７年度実績 男性６.０日 女性６.５日 
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（７）職場優先や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組 

・さまざまな機会を利用して、職場優先や固定的な性別役割分担意識等の是正に

ついての情報提供や意識啓発を行います。 
 

（８）人事上の配慮 

・子育て期の職員については、自己申告書等による本人の希望を踏まえつつ、     

その状況に応じた人事上の配慮に努めます。 

   

 

２ その他の次世代育成支援対策に関する事項 

（1）施設整備 

・市庁舎をはじめ庁外施設について、子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できる

よう環境整備に努めます。 
 

（2）地域貢献活動 

①PTA、子ども会等、子どもの健全育成に関する地域活動等に職員の積極的な  

参加を呼びかけます。 
②交通事故、性犯罪、その他多様化する危機等から子どもを守り、安全な環境で

安心して育てることができるよう、地域の防犯活動や少年非行防止、立ち直り

支援の活動等に職員の積極的な参加を呼びかけます。 
 


